
特殊法人等整理合理化計画への対応について

現行の２特殊法人

◎公害健康被害補償予防協会
　　　　　公害健康被害の補償・予防
◎環境事業団
　　　　　公害防止施設の建設譲渡事業、PCB処理事業
　　　　　地球環境基金による助成　　等
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環　境　省

①建設譲渡事業の廃止（既着手事業は、完成まで）

②ＰＣＢ廃棄物処理等公的に確実に行う必要があり、かつ料金収入を
　　得て実施する業務は、特殊会社が実施

③公害健康被害の補償、地球環境基金による支援等公的に行う必要が
　　あるが収益事業ではないものは独立行政法人が実施

≪特殊法人等整理合理化計画に基づき以下の整理≫

見
直
し

特殊法人改革での要請→  ・地方・民間との役割分担
　　　　　　　　　　　　　　　　 　・効率的な事業の実施

１独立行政法人、１特殊会社に再編

独立行政法人環境再生保全機構
　　　業務　　・　公害健康被害の補償・予防
　　　　　　　　・　地球環境基金による助成・支援
　　　　　　　　・   PCB処理への助成
　　　　　　　　　等

日本環境安全事業株式会社
　　　業務　　・　ＰＣＢ廃棄物の処理　等


